
平
成
三
十
年
農
林
水
産
省
令
第
四
十
八
号

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
を
定
め
る
省
令

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
六
十
九
号
）
第
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
を
定
め
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

関
税
暫
定
措
置
法
施
行
令
第
三
十
二
条
第
二
項
第
二
号
の
農
林
水
産
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
添
加
物
を
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
以
上
均
一
に
混
合
す
る
こ
と
と
す
る
。

添
加
物
の
種
類

全
重
量
に
占
め
る
添
加
物
の
割
合

食
用
青
色
一
号
（
別
名
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
ブ
ル
ー
Ｆ
Ｃ
Ｆ
）

〇
・
〇
〇
一
二
パ
ー
セ
ン
ト

食
用
青
色
二
号
（
別
名
イ
ン
ジ
ゴ
カ
ル
ミ
ン
）

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
協
定
の
締
結
及
び
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
に
関
す
る
包
括
的
及
び
先
進
的
な
協
定
の
締
結
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
百
八
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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